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2月号（545号） 

 上場会社である A社は，2025年 4月 30日，A社が約 85％の株式を保有する非上場会社

である Y社との間で，A社を存続会社，Y社を消滅会社，効力発生日を同年 10月 1日，合

併の対価として Y株式 1株につき A株式 1株を割当交付する〔☞合併比率を 1対 1とす

る〕ことを内容とする吸収合併契約（「本件合併契約」）を締結した。本件合併契約におい

て，Y社は，同年 3月 31日時点の貸借対照表，財産目録その他同日における計算書を基礎

とし，その資産，負債及び権利義務の一切を効力発生日に A社に承継させることとしてい

た。A社は同日以降，2回にわたり資本金を倍額に増額し合計で 200億円とする増資（以

下「本件増資」）を行い，併せて資産の評価替えを実施した。Y社の株主総会は同年 6月

25日に開催され，本件合併契約は特別決議により承認された。Y社本店には Y社及び A社

の 3月 31日時点の計算書類等（782条 1項，会社則 182条 1項各号）が備え置かれていた

が，A社の本件増資及び資産の評価替えに関する記載（会社則 182条 6項 1号ハ）は欠落

していた。本件増資の事実を知り，合併比率に不満を抱くようになった Y社の株主 Xは，

いかなる理由付けで合併効力発生前に合併の差止め（784条の 2）を求めることができる

か。 
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1月号（544号） 

 上場会社である M社は，2024年 1月以降，業績悪化により多額の有利子負債を抱えるに

至り，再建への道筋をつけようとしていた。Mの主要取引銀行であった Yは，Mに対し 10

億円の貸付債権を有していたが，当該融資の弁済期であった 2025年 7月 15日に Mから全

額の弁済を受けた（本旨弁済の受領）。なお，Yはつなぎ融資はしていない。結局，Mの再

建計画は奏功せず，同年 9月 25日，地方裁判所に破産手続開始の申立てがなされ，破産

手続における配当の結果，Mの無担保普通社債権者である Xらは，社債元本総額 10億円の

うち 2.5割の配当しか受けられなかった。そこで Xらは，社債管理者でもあった Yに対

し，Mが破綻する約 2か月前に弁済を受領したことには，会社法 710条 2項の責任がある

と主張して，Xらの被った損害の賠償を求めて訴えを提起した。裁判所はいかなる判断を

すべきか。 
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12月号（543号） 

 非公開会社・取締役会非設置会社の Pは，平成 24年 9月に設立されたソーシャルアプ

リ開発会社である。設立時の発行済株式は 100株で，設立以来の代表取締役（349条 1項

ただし書）Yが 63株，Aが 20株，Bが 8株，Cが 1株，Xが 8株を保有していた。Pは平

成 25年 1月にリリースしたゲームで急成長し，同年 2月には売上が 1億円超，8月には 6

億円超となった。Xは同年 1月から取締役に就任していたが，2月頃から Yや従業員と対

立し，3月 4日に辞任した。Yは Xに辞任を促す際，X保有株式を設立時の出資額（1株に

つき 1万円）で買い取ると申し入れたが，Xはこれを拒否した。Yらは，Xが株主として得

た情報を同業他社に漏洩することを懸念し，同月 5日に R弁護士に X排除の方法を相談し

た。Rは，Pが普通株式を全部取得条項付種類株式（108条 1項 7号）に変更し，株主総会

決議（171条・309条 2項 3号）により取得する方法を助言した。同月 11日，Cは W会計

事務所に株式価値の評価を依頼し，3月 26日付の報告書（W鑑定）では 1株あたり約 207

万円と算定されたが，Yはこの評価を X以外の株主にのみ通知した。翌 27日の臨時株主総

会（3月総会）では Yが議長を務め，「募集株式の数を 3000株以下，払込金額を 1株につ

き 1万円以上，払込期日を 3月総会の日から 1年以内，割当方法を発行する株式の全部を

Yに割り当てることを条件に募集事項の決定を取締役に委任する」旨の議案が上程され，X

を除く全株主による賛成により可決された。Y及び取締役 Dは募集事項を決定し，翌 28

日，Yは 1株 1万円で 899株を引き受け（「本件新株発行」），Yの保有は 962株（約

96％），Xの持分比率は 8％から約 0.8％に大幅に低下した。さらに 5月 13日，Yは臨時株

主総会を開催し，A種株式の発行及び普通株式に全部取得条項を付し取得対価として普通

株式 1株につき A種株式 0.1株を交付する旨の定款変更と取得決議を，Xを除く全株主の

賛成で成立させた（「本件株式取得」）。普通株主による種類株主総会（111条 2項）でも，

同旨の A種株式の交付及び普通株式の取得に関する定款変更の決議（324条 2項 1号）が

Xを除く全株主の賛成により成立し，本件株式取得の対価として Xに交付される A種株式

は 0.8株となった〔☜Xは株式取得価格決定の申立て（172条 1項 1号）を行うことが可

能であったが，設問では行わなかったとする〕。Xは，本件新株発行により保有株式の価値

が低下して損害を被ったとして，Yに対し 429条 1項に基づき損害賠償を請求した。裁判

所は Xの請求を認めるべきか〔☞損害額の算定には触れなくてよい〕。 
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11月号（542号） 

 A社（取締役会設置会社）は学習塾経営を目的とする上場会社で，創業者 Yが代表取締

役を務めていたが，2014年頃から新規事業に注力し，既存事業は取締役 P1・P3に委ねて

いた。2018年，監査法人 Bから約 6億円の売上前倒し計上を指摘され，Yは事情聴取の結

果，P1・P3の関与はないと判断し，関与した使用人を懲戒処分した。Yは，再発防止委員

会の提言に基づき，授業実施データを一元管理する「Jシステム」を監査法人 Cの助言に

より構築・導入し，その後は経理部門への確認，内部監査室の強化，研修・内部通報制度

の整備を行い，同種の不正は不可能となった。しかし，Jシステムと連動しない紙媒体管

理により，授業当日に生徒が欠席した場合に役務の提供があったものとする等の仮装を通

じた売上過大計上が，P1・取締役 P2の指示・黙認の下で 2020年 2月期から 2025年 2月

期まで続いた（「本件不正計上」）。2024年 2月，Yは内部告発を受けて P1に調査を命じた

が，P1は「問題なし」と虚偽報告した。Cは 2020年 2月期以降，複数回是正指導を行っ

たが，P1・P3が対応し，P1が Yへの報告を遮断していた。2025年 11月，証券取引等監視

委員会の検査で不正が発覚し，2020～2025年 2月期の有価証券報告書に虚偽記載があると

して課徴金 4億円の納付命令が出された。Aの株主 Xは，Yが監視義務・内部統制システ

ム構築義務を怠ったとして 423条 1項に基づく責任を追及する訴えを提起した。裁判所は

いかなる判断をすべきか。 
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10月号（541号） 

Z株式会社は，本業である金属製品加工事業の長期的な低迷により慢性的な営業赤字を

計上し，上場維持費用を含む本部コストが過大となり，上場廃止の回避が至上命題となる

差し迫った状況に陥っていた。このような状況下で，同社は M&Aを通じて異業種分野への

進出を模索し，P社の株式を取得することとした。P社の発行済株式のうち 51％は Q社が

保有し，残りの 49％は Z社の取締役 Y1の資産管理会社である R社が保有していた。Y1は R

社の発行済株式を 100％保有する代表取締役であり，同時に P社の代表取締役でもあっ

た。Z社は，2025年 4月 27日に開催した取締役会において，R社が保有する P社の株式

（「本件株式」）を取得することを決議した。Y1は当該決議には参加せず，取締役 Y2～Y10の

9名が審議を行い，全員の賛成で決議が成立した。Z社は，A税理士法人に対し P社株式の

株価算定を依頼した結果，1株あたり 6万 6713円～10万 8524円との評価が得られた。こ

れを踏まえ，Z社は，同年 6月 2日付で R社から本件株式を，上記算定結果を約 6億円上

回る総額 7億 5000万円で取得し（「本件株式取得」），P社株式の 49％を取得するに至っ

た。同月 30日，Z社は P社との間で業務委託契約を締結し，同日以降，P社から経営指導

料として約 9億 6000万円を収受した。Z社の株主 Xは，本件株式取得は Y1による利益相反

取引であり，本件株式の経済的価値は，合計 1億 5000万円を超えていなかったにもかか

わらず，Y1ら取締役が取得価格の適正化や取得の阻止等の措置を講じなかったことは，取

締役としての善管注意義務に違反すると主張して，Y1～Y10に対する損害賠償責任を追及す

る株主代表訴訟を提起した。裁判所はいかなる判断をすべきか。 
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9月号（540号） 

 取締役会設置会社である A社では，これまで取締役会を開いたことはなかったところ，

代表取締役 Bが Xから金 3億円を借り入れた（「本件借入れ」）。これは Aにとって「多額

の借財」（362条 4項 2号）に該当するが，取締役会の承認を得ていない。Xは本件借入れ

に取締役会の承認が必要であること及びその承認がないことを知っていたが，Aの Xに対

する債務を第三者に保証してもらうことを条件に，この融資に応じたのであった。Bは Y

に対して，Aの Xに対する債務に係る保証人となることを依頼した。Yも，Aでは取締役会

が開かれたことがなく，本件借入れに必要な取締役会による承認がないことを知ってお

り，かつ，Xもその事情を知っていることを Bから聞かされていたが，断り切れずに当該

債務の保証契約を Xと締結するに至った。その後，Aの財務状況が悪化し本件借入れにか

かる Xに対する債務の履行が困難となったため，Xは保証契約に基づき，Yに対し履行を

求めた。Yはいかなる主張をすることができるか。 
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8月号（539号） 

 Y株式会社は，不動産の賃貸及び管理運営等を目的とする取締役会設置会社であり，そ

の定款に取締役会の定足数や決議要件についての定めはない。令和 6年 9月 29日に開催

された定時株主総会（「本件総会」）当時，Y社の登記簿上，取締役として，D（亡 A・E・F

の母）・E・Fの 3名が記載されていたが，Dは令和 5年 11月 30日に死亡していたため，

当時の取締役は E・Fの 2名のみであった〔☜ 法定最低員数は 3名〕。Y社の本件総会に係

る基準日（令和 6年 7月 31日）時点での株主構成は，X（亡 Aの配偶者）が 15％，代表取

締役 Fが 60％，B・C（ともに亡 Aと Xの子）が各 12.5％であった。本件総会に先立ち，

同年 9月 11日，Fは自ら及び監査役 G（Fの配偶者）を出席者とする Y社の取締役会（「本

件取締役会」）を開催し，株主全員に招集通知を送付した。本件総会には，F及び Xが出席

し，B及び Cはその議決権の行使を Xに委任する旨の委任状を Y社に提出した。本件総会

では，Xから株主提案のあった X及び Cを Y社の取締役に選任する旨の議案も付議され

た。Xは，F及び Gを Y社の取締役に選任する会社提案につき反対したが，Fが賛成し可決

された（「本件決議」）。Xは，本件総会の 2週間後に本件取締役会の議事録開示請求を行

い，本件総会の招集手続に瑕疵があったとして，本件総会における本件決議の取消を求め

て訴えを提起した。裁判所は，Xの主張を認めるべきか。 
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7月号（538号） 

 令和 6年 3月末日現在，Xは Y株式会社（上場会社）の筆頭株主（持株比率 11％）であ

る。Yでは同年 6月 27日開催の第 35期定時株主総会（本件総会）終結時に取締役 8名全

員が任期満了によって退任し，本件総会において後任 8名の選任が予定されていた。同年

4月 19日，Xは株主提案権（303条 2項・305条 1項）を行使し，自らが推薦する取締役

候補者 8名を選任する件を本件総会の目的とすることを請求し，Xは同年 6月 6日から，Y

の議決権を有する全株主に対して委任状（本件委任状）及び参考書類等を順次送付して議

決権の代理行使の勧誘を開始した。本件委任状には，「令和 6年 6月に開催予定の Y社第

35期定時株主総会に出席し，Xによる株主提案の議案（原案）につき私の指示（○印で表

示）に従って議決権を行使すること。ただし，賛否の指示をしていない場合，原案に対し

修正案が提出された場合及び原案の取扱いその他の株主総会の運営に関する動議はいずれ

も白紙委任とします。」と記載され，原案につき株主の賛否の記載欄が設けられている。

同月 11日，Yは議決権を有する全株主に対し，会社提案として「取締役 8名選任の件」

（会社が提案する候補者 8名），株主提案として「取締役 8名選任の件」（別の候補者 8

名）が記載された本件総会に係る招集通知及び議決権行使書面を発送した。議決権行使書

面には注意書きとして「各議案につき賛否の表示をされない場合は，会社提案については

賛，株主提案については否の表示があったものとして取扱います。」との記載，有効に議

決権行使をした株主 1名につきクオカード 500円分を贈呈する旨の記載，及び「※各議案

に賛成された方も反対された方も，また委任状により議決権を行使された株主様にも同様

に贈呈いたします。なお，議決権行使書に賛否のご記入がない場合は，議決権行使書の注

意書きにございますように会社提案に賛成の表示があったものとして取扱います。」との

記載がある。さらに Yは同月 14日，議決権を有する全株主に対し，「『議決権行使書』ご

返送のお願い」と題するはがき（本件はがき）を送付した。そこには「今次株主総会は，

当社の将来に係わる重要な総会ですので，当日ご出席願えない方でまだ議決権行使書をご

返送頂いていない場合には，招集通知同封の議決権行使書に賛否をご表示頂き，お早めに

ご返送頂きたく重ねてお願い申し上げます。議決権を行使（委任状による行使を含む）し

て頂いた株主様には，クオカード 500円分を進呈致します。」との記載がされるととも

に，その下部に「【重要】」とした上で，「今次株主総会は，当社の将来に係わる重要な株

主総会となります。是非とも会社提案にご賛同の上，議決権を行使して頂きますようお願

い申し上げます。」との記載がある。Yがクオカードの進呈（本件贈呈）を行ったのは初め

てであった。本件総会では会社提案が可決承認された。Yは，株主 9586名中 7323名に対

して 1人当たり 500円分のクオカードを送付した（合計金額は 452万 1990円）。Xは本件

総会決議の取消を求めて訴えを提起した。裁判所は Xの請求を認めるべきか。 

  



法学教室 2025 年度演習 商法設問集 森 まどか先生 

 

9 

 

6月号（537号） 

 Y株式会社は旅行業を営む非上場の取締役会設置会社である。令和 2年 9月当時，Xは

自己又は家族名義で Y社の総議決権数の 3％超の議決権を保有していた。Y社は昭和 48年

の創業以来，令和 2年 3月期決算まで 8％の剰余金配当を行ってきたが，コロナ禍による

需要の縮小等により大幅な減益となり，同年 9月期決算には株主に配当すべき利益を計上

できない経理状況にあった。そこで，同年 11月 30日開催の定時株主総会（「本件総会」）

では，当期末の剰余金の配当については，無配とする議案（「本件議案」）を付議すること

となった。Y社は，本件総会において本件議案の承認を求めるにつき，事前に大株主から

了解を取り付けるため，同月中旬に会社の内規に従って Xの意向を確認したところ，X以

外の大株主は不満ながらもほぼ同議案の承認をする意向であったのに対し，Xは大いに不

満であるとし，無配による損失を補ってほしいと主張するとともに，自己を Y社の顧問に

してくれと要求した。さらに，自己及びその家族が，少数株主権を行使することのできる

総議決権数の 3％以上の議決権を保有することを強調し，毎月金 50万円，毎年中元及び歳

末に各金 25万円の金員の支払を求めた。そのため，Y社社長代表取締役 Aらは，本件総会

において Xによる反対意見等により難航して本件議案の承認が得られないような事態が発

生すれば，Y社は得意先の信用を失い，事業の運営及び金融機関からの融資に重大な支障

をきたす。それがあることから，Xの顧問への就任は認められないが，金員支払要求だけ

には応じなければならないと考えた。Y社は，Xによる金員支払要求に応じるとしても，

その額が高額すぎるとして減額の交渉をし，月額金 20万円，中元及び歳末に各金 10万円

とし（年間 260万円），同月 1日に遡って支払をするが，その代わりに Xは本件総会にお

いて無配について経営者の責任を追及しないとする合意に達し（「本件契約」），Xは本件総

会には出席せず，本件議案は可決された。Y社は，令和 2年 11月分から，令和 4年 6月に

社長が交代するまで Xに金員を支払った。Xは，同年 7月分以降の契約金支払を求めて訴

えを提起した。裁判所は Xの主張を認めるべきか否か。 
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5月号（536号） 

 〔前号の続き〕 

X1〔前号の C〕は令和 6年 8月当時，上場会社 Yの取締役西日本営業担当の地位にあっ

た。X2〔同 D〕は，Yの第 23期定時株主総会（令和 6年 6月 29日）において取締役に選任

され，同年 8月当時，取締役新事業開発室担当の地位にあった。X1及び X2（「Xら」）は第

24期定時株主総会（令和 7年 6月 27日）の終結時に任期満了となった。取締役の報酬に

関して Yの定款は，「取締役の報酬は，株主総会の決議をもってこれを定める」と定めて

おり，第 23期定時総会において，取締役報酬総額の限度額及びその範囲内で取締役会が

各取締役の報酬額を決定することが決議され，同日開催の取締役会で各取締役の報酬月額

が定められ，令和 6年 7月 1日から X1には月 270万円，X2には月額 113万円の取締役報酬

が支給されることとなり，同年 7月 25日及び 8月 25日に当該月分の報酬が支払われた。

同年 7月 31日開催の取締役会において，訴外 P〔前号の X〕を代表取締役から解職する旨

の決議が，出席取締役 13名中 10名の賛成により可決されたが，Xらは反対の意思を表明

した。同年 8月 23日開催の取締役会（「本件取締役会」）で，Xらの担当部署をなくして非

常勤取締役を新設しそれに降格の上，報酬については代表取締役 Aに一任する旨の決議を

した際，Xらは反対の意思を表明し，X1が降格理由の説明を求めたところ，取締役 Bから

新体制のもとで取締役の任に堪えられないとの説明がなされた。本件取締役会終了後，A

は Xらの報酬を月額 10万円と決定し，Bとともに X2，X1の順で個別に面談した。その際，

X2は Aから「取締役（非常勤）の処遇について」と題する書類を示されて，非常勤取締役

の報酬は月額 10万円となること，取締役を辞任して顧問になれば「取締役・特別顧問に

ついての内規」に基づいて 1年間従前の報酬の半額を支払う旨説明を受け，取締役として

残るか辞任して顧問になるかの選択を求められたが，X2は「考えさせてほしい」と返事し

た。X1も面談の際に同様の説明を受けたが無言で退席した。なお Yでは，取締役，監査役

の報酬，賞与，退職慰労金等につき「役員関係規則」が定められ，「役員報酬の対象年度

は，定時株主総会の開催の翌月より 1年間とし，役員の異動に基づく以外は年度途中での

役員報酬の改定は行わない。」（4条）と規定されている。Xらは，自らを取締役に選任す

る旨の総会決議がされた後，遅くとも取締役に就任するまでの時点において，同規則の存

在及びその内容を了知していた。Xらは，Yによる報酬減額は無効であるとして，Yに対し

て任期中の未払報酬の支払を求めて訴えを提起した。裁判所は Xらの請求を認めるべき

か。 
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4月号（535号） 

 Yは電子機器類の製作等を目的とする上場会社である。Yの創業者 Xは，平成元年以来

代表取締役社長をつとめ，その後，再任を重ね令和 6年 6月 29日にも再任された。Yの定

款は，「取締役会に関する事項については，取締役会で定める『取締役会規程』による」

と定め，同規程は「取締役会の招集通知は，会日より 3日前までに各取締役及び各監査役

に対し発するものとする。ただし，緊急の必要あるときはこれを短縮することができる」

（8条 1項），「前項の通知は，開催日時，場所及び会議の目的事項〔☜「議題」〕を記載し

た書面をもってこれを行う」（同 2項）と定めていた。また同規程により，Yは定例取締役

会を毎月開催することとしており，かつその招集は Xが行っていた。Xは「令和 6年 7月

度取締役会開催のご案内」（令和 6年 7月 24日付）と題する以下の取締役会招集通知

（「本件招集通知」）を Yの取締役全員及び監査役全員に発送した。「日時：7月 31日

（水）10時，場所：東京本社第一会議室，議題：（審議事項）①令和 6年 8月 1日付人事

異動の件，②海外出張に関する旅費支給規程改定の件，（報告事項）①令和 6年 6月度営

業状況及び経営概況，②その他」。 

 本件招集通知にかかる取締役会（「本件取締役会」）は，招集通知記載の日時及び場所に

おいて取締役全員及び監査役全員が出席して開催されたが，その場で Aが Xを Y代表取締

役社長の職務から解職する旨の決議をなすべきとの議案（「本件議案」）を緊急動議として

提出した。Aは本件議案の採決に当たり，Xは特別利害関係人に該当し議長として不適格

であるので本件議案の審議及び採決のため，Bを議長として推薦してその議を諮ったとこ

ろ，C及び D（Xの子）以外の取締役 10名が即時これに賛同し，Bが議長に就任して本件

議案の審議を諮ったが，本件議案提出理由について「現在の X社長の経営方針では，社業

の発展どころか早晩経営の危機を迎えかねないと判断しております。代表取締役社長とし

て不適格であると存じますので，解職の動議を提出する次第でございます。」と述べ，Xを

特別利害関係人としてその議決権行使を拒み，かつ Xを本件議案の決議の成否にあたって

審査されるべき出席取締役の数から排除した上，C及び D以外の取締役全員が賛同したた

め，本件議案は可決され取締役会は終了した。Xは，本件取締役会においてなされた決議

は無効であることの確認を求めて訴えを提起した。裁判所は Xの請求を認めるべきか。 


